
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．溶接技術分野における 

国際標準化アクションプラン 

 



 

 

１．分野の全体概要・最近の動向 

溶接分野の国際標準化活動は、ＩＳＯ／ＴＣ４４（溶接）とＩＥＣ／ＴＣ２６（電気

溶接）であるが、本技術分野ではＩＳＯ／ＴＣ４４を担当している。ＴＣ４４の溶接が

扱う標準は、①溶接材料及び製品（ＳＣ３、ＳＣ１２）、②品質要求を含めた技術及び

プロセス(ＳＣ５、ＳＣ６、ＳＣ８、ＳＣ１０)、及び③溶接要員の安全衛生及び認証（Ｓ

Ｃ９、ＳＣ１１）の分野に大別することができ、９つのＳＣと２８のＷＧが活動してい

る。活動の詳細を６．（１）に示す。同表には、ＳＣ及びＷＧの名称、参加地位、国内

審議団体、各ＳＣ・ＷＧの議長・幹事・コンビナーの引き受け状況を記載した。 

ＴＣ４４は、これらの活動を実行するために、ウィーン協定を適用して欧州標準化委

員会のＣＥＮ／ＴＣ１２１（溶接）及び同等化手順（co-ordination procedure）に従

ってＩＩＷ（国際溶接学会）と協力体制にある。現在、ＴＣ４４の業務プログラムの項

目の約１０％はＩＩＷ指揮下にあり、約５０％がＣＥＮリードで作成されたもの、約４

０％がＴＣ４４独自で開発したものとなっている。この他にＥＮ規格を基礎にしたもの

が幾つかある。 

 

２．重点ＴＣの選出及び国際標準化戦略（中期的計画及び課題） 

溶接は基盤産業から先端産業までの広範囲の社会基盤分野に利用される技術である

ため、国家・地域間における地理的・地質的な違い（例えば、寒冷地、地震多発国）や

産業インフラの較差を認識した標準化作業が必要であり、市場適合性（Global 

Relevance）を確保した国際標準化活動に重点が置かれるべきである。このため、溶接

分野としては、ＴＣ４４（溶接）並びにＳＣ３（溶接材料）、ＳＣ５（溶接部の試験及

び検査）、ＳＣ１０（溶接の品質要求）及びＳＣ１１（溶接要員の認証）を重点ＴＣと

して位置付ける。 

溶接材料に関する規格では、降伏点を重視した欧州の設計基準と、引張強度を重視し

た日米の設計基準との両方を盛り込んだ共存型規格の策定が進んでいる。我が国はＩＩ

Ｗの第２委員会（溶接材料）を経由した活動を通して共存規格策定に貢献してきており、

今後は１９９９年のＳＣ３議決に従って目標とした共存規格を含む合計２５の規格の

うち、ＩＳ発行に至っていない１規格のＩＳ化審議を積極的に推進する。 

溶接部の試験に関しては、ＳＣ５／ＷＧ２のコンビナーとして、簡易な曲げ試験方法

の導入を目的として改正することを提案し、ＩＳＯ５１７３（曲げ試験）が２００９年

に発行された。 

溶接の品質要求に関する規格では、日本発の技術（例えば、レーザ溶接技術）や日本

が優位性を保っている技術（例えば、摩擦攪拌接合技術）の国際標準化に関し、我が国

からの提案も視野に入れ活動を継続する。 

摩擦攪拌接合は、ＴＣ４４とリエゾン関係をもつＩＩＷの第３委員会（抵抗溶接）で 

検討が行われており、この技術は、国内外に特許保有者が多く、特許保有者（企業体等）



 

 

からＲＡＮＤ条件で特許実施許諾書の取得を進めることが必要となり、溶接分野では例

を見ない活動となっており、慎重かつ動向に注視しながら現在検討中のＤＩＳ２５２３

９シリーズの国際標準化を推進する。 

溶接技能者の認証に関する国際標準化に関しては、ＣＤ９６０６－１（溶接技能者の

認証試験）は、２００４年１１月から審議を開始したものの、溶接技能者の認証試験の

実態が日・欧・米で大きく異なるため規格の策定に時間を要している。２００７年５月

にＤＩＳ９６０６－１．２として投票に付され、投票結果は、主要７ヶ国(日､米､独､

英､仏､加､フィンランド)のタスクグループによる検討とその後のＳＣ１１会議にも関

わらず、否決となった。続いて２００９年１月に行われたＤＩＳ９６０６－１．３も否

決されたため、その修正案ＷＤとするＮＷＩＰとして規格化に向けた審議を継続するこ

とになった。 

我が国は、溶接技能者の認証試験の規格に関しては、①欧・米意見の調整役、②東南

アジア市場を見据えた日本提案の国際要員・認証規格の制定に主導的役割を果たすこと

が望まれている、③日本国内の溶接技能者の認証試験に係わる規格（ＪＩＳ Ｚ３８０

１等）との整合を図る必要があることから極めて重要であり、国際会議へ参画及び国内

の検討等を通じて積極的な活動を行う。 

 

３．重点ＴＣ・委員会の活動状況 

（１）対象としているＴＣ／ＳＣ／ＷＧ番号及び名称 

６．（１）に、ＴＣ４４の中で対象としている重点ＳＣ番号及び名称を◎で示す。 

 

（２）対象としているＴＣ／ＳＣ／ＷＧの最近の動向 

【ＴＣ４４／ＳＣ３（溶接材料）】 

被覆アーク溶接棒、溶接ワイヤ、溶加棒、溶接用フラックスなどの溶接材料に関する

標準化を行っている。また、ＴＣ１７（鋼）／ＳＣ１７（線）、ＥＷＡ（欧州溶接協会）

及びＩＩＷとリエゾン関係を結んでいる。ＩＩＷの第２委員会（溶接材料）の活動は特

に活発である。鋼用溶接材料については、降伏点重視の欧州と、引張強さ重視の日米の

規格体系を一つのＩＳＯ規格に盛り込む共存型規格の策定を目指している。これは、１

９９９年１月のＳＣ３の議決に伴うもので、２００２年２月に最初の共存型規格である

ＩＳＯ１４３４３（ステンレス鋼アーク溶接用ソリッドワイヤ及び溶加棒）が制定され

た。一方、非鉄金属溶接材料については、分類記号の表示以外は各国の規格をまとめて

グローバル規格としている。 

２０１０年２月現在、アーク溶接・切断用シールドガス（ＩＳＯ１４１７５）も含め

合計２５の規格策定が進んでおり、その内共存型は１６件、完全一致型は８件である。

審議中の規格は１件で、Ni・Ni 合金用アーク溶接フラックス入りワイヤは、２００８

年３月にＷＧでの審議が開始され、現在はＤＩＳ１２１５３として審議中である。 



 

 

 

【ＴＣ４４／ＳＣ５（溶接部の試験及び検査）】 

溶接部の破壊及び非破壊試験に関する標準化を行っている。また、ＩＳＯ／ＴＣ１３

５（非破壊試験）、ＩＳＯ／ＴＣ１６４（金属の機械試験）、ＥＣ（欧州委員会）、ＥＣ

ＣＳ（欧州建築鋼構造物会議）及びＩＩＷとリエゾンを組んでいる。日本は、ＷＧ２（曲

げ試験）のコンビナーを引き受け、日本案を取り込んだＩＳＯ５１７３（曲げ試験）を

２００９年６月に発行した。 

一方、２００９年にＮＷＩＰとして提案されたフェーズドアレイ技術、ＴＯＦＤ（Time 

of Flight Diffraction）技術の適用に関する規格開発が、採択されている。 

 

【ＴＣ４４／ＳＣ１０（溶接の品質要求）】 

現在、８つのＷＧと一つのアドホックグループがあり、ＷＧ４（ＣＯ２レーザー溶接

切断機）では日本がコンビナーを引き受け、レーザ溶接に関して、日本提案の規格制定

を目指してきた。 

レーザ溶接は、欧米では自動車産業への応用が中心であるのに対し、日本では機械、

金属、造船、自動車、重工など幅広い産業に応用されている。 

２００３年１１月にＩＳＯ／ＴＳ１７４７７として発行された“発振機搭載型ＣＯ２

レーザ溶接・切断器の受け入れ試験”は、日本が世界で圧倒的なシェアを持つ可動トー

チ型のレーザ切断機がＣＥＮの原案に含まれていなかったため、日本から提案したもの

で、賛成多数で成立した。先行するＣＥＮ原案のＤＩＳ段階での変更が難しかったため

ＴＳとなったが、その後、ＷＧ４で３年見直しの機会に、我が国がコンビナーとなり、

これをＩＳＯ１５６１６（溶接及び切断用炭酸ガスレーザ装置の受入れ試験）のパート

４（２Ｄ移動光学タイプ）として２００８年１２月に発行された。 

また、ＩＳＯ９０００群の改正が行われるのに伴い、ＩＳＯ３８３４－１～５の溶接

の要求品質事項について、見直し要否の検討を進めている。さらに、アドホックグルー

プ１で行っているＩＳＯ１５６１４－１の改正に関し、意見対立しているＥＵとＡＳＭ

Ｅの調整が進められている。 

 

【ＴＣ４４／ＳＣ１１（溶接要員の認証）】 

溶接要員の資格及び認証に関する標準化を行っている。活動中のＷＧは無い。リエゾ

ンとしてＩＩＷとＩＬＯがある。ＩＳＯ９６０６（溶接要員の認証試験－融接）は現在

５パートに分かれており、パート１（鋼）はＤＩＳからＦＤＩＳへの投票で賛成多数で

あったが、米国からの市場適合性が得られていないとの主張を受け、規格発行には至っ

ていない。その後、現在に至るまでの主な経緯は次のとおり。 

２００３年６月：ＴＭＢにおいて、「市場適合性が得られていないとして、ウィーン

協定から切り離し、ＣＥＮはこれをＥＮ２８７－１として発行する。ＩＳＯは国際適合



 

 

性を有する規格を実現できるか否かをＳＣ１１で検討し、可能ならばＴＳとして発行し、

その後、ＩＳ化を目指す。不可能ならばこの業務を停止する。」と決議された。その後、

現在に至るまでの主な経緯は次のとおり。 

２００４年７月：国際会議（大阪）で市場適合性を有する規格策定が可能であると

の決議に従い、ＣＤに戻して改めて審議を開始した。 

２００５年９月：２００４年１１月及び２００５年５月の会議で合意に至らなかった

ため、タスクグループ（ＴＧ）を創設して各国意見の調整を行った。 

２００７年１月：ＴＧ推奨に従って、ＣＤ９６０６－１の審議を継続した結果、国際

会議（ロンドン）でＤＩＳ投票に付す決議がなされた。ＤＩＳ投票は、２００７年

５月～１０月に行われ、各国より約３００件のコメントが提出された。 

２００７年１１月：ＳＣ１１において調整のための審議を行った。 

２００８年４月～８月：上記国際会議の審議結果をもとに見直された改正原案が、Ｄ

ＩＳ９６０６－１．２としてＤＩＳ投票にかけられた。投票の結果は、Ｐメンバー

の賛成票については７０％となり要件を満たしたものの、反対票が投票総数の３

０％になり成立要件(≦２５％)を満たさず、約２００件のコメントが提出された。 

２００９年 1 月末：ＩＳＯ中央事務局からＤＩＳ９６０６－１．３が回示されたがこ

れも否決された。ＳＣ１１はＤＩＳ９６０６－１．３の修正版をＷＤとしてＮＷＩ

Ｐ投票を行い、多数の支持（２３カ国中１８カ国の賛成）を得て継続的に意見集約

を行うことになった。 

 

【ＩＩＷの第３委員会（抵抗溶接）】 

ＩＩＷの第３委員会では、摩擦攪拌接合（Friction Stir Welding：以下、ＦＳＷと

いう。）の標準化を行っている。ＦＳＷは１９９１年に英国のＴＷＩ（The Welding 

Institute）が発明した固相接合法である。ＦＳＷは、回転する接合ツールによって発

生する摩擦熱と、それにより軟化した材料の塑性流動を利用した接合法であり、接合時

の変形が少なく継手効率が良好である。開発から１０数年しか経過していないにもかか

わらず、既に、鉄道車両、造船、航空宇宙分野等様々な分野の製品に適用されている。 

２００３年７月のＩＩＷ年次大会において、ＦＳＷのＩＳＯ化の提案があり、第３委

員会にＷＧ－Ｂ１（摩擦攪拌接合の標準化ＷＧ）を設置することとなった。２００４年

３月、ＦＳＷ規格の今後の方向性を決める第１回ＷＧ－Ｂ１国際会議がミュンヘン（ド

イツ）で開催された。その後、同年７月の大阪会議、同年９月のメッツ会議（フランス）

及び２００５年２月のハンブルグ会議（ドイツ）、同年７月のプラハ会議（チェコ）を

開催するなど、ＦＳＷの標準化を積極的に進めている。 

メンバー各国が所定の章の原案を作成するという方式で作成したＩＳＯ／ＷＤ（溶接

－アルミニウムの摩擦攪拌接合－一般要求事項）が２００４年末に完成し、上述のハン

ブルグ会議に諮った。その結果、各章をそれぞれ所定のパートに分割し、パート毎に国



 

 

際規格化を図ることとなった。 

２００６年１月のパリ会議において、５パート（語彙、継手設計、溶接作業者の承認、

溶接施工法の承認、品質・検査）とすることが決まり、日本はパート４のＩＳＯ／ＣＤ

２５２３９－４（アルミニウムの摩擦攪拌接合－一般要求事項－第４部：溶接施工法の

承認）を策定した。 

なお、摩擦攪拌接合技術に関しては国内外に特許保有者が多く、そのＩＳ化に際して

はＩＳＯ Directives２．１４項に準拠して、ＲＡＮＤ条件下での特許類実施許諾に関

する宣誓書提示を関連特許類保持者（企業体等）に要請しなければならない点でも溶接

分野では、前例を見ない標準化活動となっている。 

本規格は２００６年８月末にＩＩＷ第３委員会でＣＤ投票の承認を得、２００８年１

０月ＤＩＳ投票に付され、５つのパート全てが承認された。 

 

４．我が国の活動実績（２００９年） 

（１）全体概要 

毎年１回開催されるＴＣ４４総会及び一部のＳＣと同時期に開催されるＩＩＷ会議

に出席している。２００９年の全体会議は７月にシンガポールで開催された。 

① ＳＣ３（溶接材料） 

ＩＳＯ素案作成を担当するＩＩＷ会議、及び年２回開催される ＳＣ３ に出席し、こ

れまでに日本意見を反映したアーク溶接・切断用シールドガス（ＩＳＯ１４１７５）も

含め２４規格の溶接材料ＩＳＯ作成に貢献できた。また、発行されたＩＳＯの３年・５

年見直し作業に対応しての日本意見を国際会議に答申した。 

② ＳＣ５（溶接部の試験及び検査） 

ＦＤＩＳ１７６４０「溶接部の非破壊検査 — 溶接継手の超音波探傷試験 — 試験方法

及び試験レベル」がＣＥＮ主導でウィーン協定に基づいて開発された。 

③ ＳＣ６（抵抗溶接） 

Mechanical Joining(機械的接合)分野での標準を作成するために、ＩＳＯ／ＴＣ２

（ファスナー）とのリエゾンが始まった。 

④ ＳＣ７（用語及び溶接記号） 

ＩＳＯ６９４７「溶接部 — 溶接姿勢」の第２次ＤＩＳを投票期間２ヶ月として発行

することを決定したが、第２次ＤＩＳ照会を考慮するために目標日時の延長を必要とし

た。ＩＳＯ／ＣＳは既にこの要請を実行した。 

⑤ ＳＣ９（溶接要員の安全衛生） 

「溶接及び類似プロセスにおける安全衛生 — 用語」に関する項目の新規登録を要請

した。今後の進行状況により技術報告書（ＴＲ）で報告される予定である。 

⑥ ＳＣ１０（溶接の品質要求） 

国際規格が公表された後の系統的レビュー(定期見直し)の期間を３年から５年に延



 

 

長することをＴＣ４４に提案した。ＴＣ４４はこの提案に感心を示し、検討の結果、溶

接分野の標準の発行の５年後に最初の系統的レビューを行うことを提案することとな

った。 

⑦ ＳＣ１１（溶接要員の認証） 

ＤＩＳ９６０６－１「溶接技能者の技量承認試験 — 融接 — 第１部:鋼」について行

われた第３次ＤＩＳ（ＤＩＳ９６０６－１．３）は否決票がわずか１％上回ったため否

決された。更に、何カ国かのＰメンバーが，その国の専門家の要求どおりに投票しなか

ったことが判明した。ＳＣ１１は２００９年４月の会議における議論と決議に基づいた

ＮＷＩＰを要請し、ＣＤ(次の段階はＤＩＳ照会)として直接回覧することを決議した。 

ＴＣ４４の代表者たちは世界標準の必要性を強調し、ＳＣ１１が選んだオプションを

確認するとともに，次回会議で再認証の有効期間と溶滴移行モードについて合意に至る

ことを期待している。 

ＮＷＩＰ投票の結果は、投票した２３カ国のうち１８カ国の賛成によってＷＤ９６０

６－１として新規の国際規格として開発が承認されたが、ＣＤの取扱については投票で

は決着しなかった。この結果を受けて２００９年１２月１～２日に開催されたＴＣ４４

／ＳＣ１１は，投票に際して提出されたコメントの審議を行い、審議結果を踏まえた修

正ＷＤをＤＩＳとして６ヶ月投票にかけることを決議した。 

ＳＣ１１は，本案件の推進とともにＩＳＯ１４７３２：1998 の改正作業に着手した。 

⑧ ＳＣ１２（はんだ及びはんだ付用フラックス） 

２００６年に日本提案によりＩＳＯ９４５３に鉛フリーはんだ組成が追加されたが、

韓国から鉛フリーはんだ組成のパテント標記の請求範囲が不明確であるとの問題提起

があった。日本提案の鉛フリーはんだ組成は、ＩＥＣ／ＴＣ９１（電子実装技術）でも

同様のパンテント標記を規定するようになっており、韓国からＩＥＣに同様な問題提起

があったが、ＴＣ９１では、請求範囲を特定する部分の表記のみ削除し、その他は、現

行の標記で問題なしとして各国合意となった。しかし、ＩＳＯでは、ＩＳＯ本部からの

提案に従って、規格の Introduction に書かれているパテントホルダーリストを一旦削

除し、あらためてパテントホルダーに特許の請求範囲を確認することとなった。なお、

ＩＳＯ９４５３の改訂はＷＧ８で行うことになり、パテント問題も含めて審議すること

になった。 

 

（２）活動実績 

①新規提案数 

６．（２）①に示すとおり、新規及び改正の提案はなかった。 

 

②国際会議実績（参加実績、日本での開催実績） 

６．（２）②に示すとおりである。 



 

 

 

③幹事国・議長・コンビナー等引受実績 

６．（２）③に示すとおり、新規の引き受けはなかった。 

 

④その他の活動実績 

特になし。 

 

５．我が国の活動計画（２０１０年） 

（１）全体概要 

①ＳＣ３ 

制定が必要なほとんどの規格がＩＳＯとして発行しつつあるので、今後は、この動き

に対応し、ＩＳＯの定期見直し及びＪＩＳ改正を中心に行う。 

②ＳＣ５ 

米国と協力したＩＳＯ５１３７(溶接部の曲げ試験)の改正が発行した。制定、改正が

必要な国際規格はほぼ発行されたため、今後は、ＪＩＳの改正を中心に活動する。 

③ＳＣ６ 

欧州提案の新規テーマに対応すると共に，日本が必要としている抵抗溶接通則（ＩＳ

Ｏ６６９）の改正を進める。 

④ＳＣ７ 

ＷＤ２５５３（溶接記号）の共存型規格化の推進。 

⑤ＳＣ９ 

ＤＩＳ１５０１１－４ (アーク溶接により発生したヒューム及びガスの実験室的採

取方法－ヒュームデータシート)への対応。また、安全衛生の用語に関するＮＷＩＰへ

の対応。 

  ⑥ＳＣ１０ 

溶接施工仕様と資格認定に関するＩＳＯ１５６０７からＩＳＯ１５６１４までの新

シリーズの規格全体の総括論議への対応及びＩＳＯ３８３４シリーズの見直し対応。 

⑦ＳＣ１１ 

ＣＤ９６０６－１の審議については我が国の認証制度にも大きく影響を受ける可能

性があるので、引き続き、特に米国や欧州の動きを見極めながら日本の意見を反映して

いく。 

⑧ＳＣ１２ 

ＷＧ８でパテント問題も含めて審議されるＩＳＯ９４５３の改訂に参加し、新たに日

本で開発された鉛フリーはんだ組成の追加提案を行う。 

 

（２）活動計画 



 

 

①新規提案予定件数 

新規提案の予定はない。 

 

②提案済規格の活動予定 

下表については、既に規格案を提案済みであるが、我が国の溶接業界の国際競争力強

化、生産使用の合理化等の観点から、２０１０年までのＩＳ化に向け、ＴＣ４４及びＩ

ＩＷでの審議への参加等の活動を予定している。 

 

   提案済み規格 

TC SC WG
ISナンバー

（プロジェクトナンバー）
規格名称

44 5 2 5173 曲げ試験

44 10 25239-4 摩擦攪拌接合－一般要求事項－第４部：溶接施工法の承認

44 11 9606-1 溶接要員の認証試験  

 

③幹事国等引受予定件数 

現在のコンビナー引き受けを維持し、新規引き受けの予定はない。 

 

（３）中長期的活動計画 

既存分野である溶接は、一部のレーザ溶接を除き、ほぼＪＩＳが定着している。

溶接分野では欧州勢が先行しており、日米と対立する場合も多い。日本としては国

内規格(主にＪＩＳ)で運用していることが多いので、ＩＳＯと国情とが合わないケ

ースも多々あり、ＩＳＯへの改正提案などが今後の中長期活動計画の検討課題とな

っている。 

 

 

 



 

 

TC44 Ｐ （社）日本溶接協会 仏

WG1 水中溶接

WG3 ろう付

WG4 航空宇宙産業における溶接及びろう付

SC3 Ｐ （社）日本溶接協会 米 ◎
SC5 Ｐ （社）日本溶接協会 米

WG2 曲げ試験 ○

SC6 Ｐ （社）日本溶接協会 独

WG2 抵抗溶接装置

WG3 品質管理及び試験

WG4 機械的接合

SC7 Ｐ （社）日本溶接協会 英

WG1 ISO2553（溶接記号）改正

SC8 Ｐ （社）日本溶接協会 独

WG2 ISO5172（手動ブローパイプ）改正

WG3 ISO5171（圧力計）改正

WG5 高圧ガス用圧力調整器

WG6 熱切断面の品質分類と許容寸法

SC9 Ｐ （社）日本溶接協会 英

WG1 実験室での溶接ヒューム

WG2 個人保護具

WG5
有機物又は一部有機物からなる工業製品
の溶接又は切断時に生じる熱分解生成物
の同定

SC10 Ｐ （社）日本溶接協会 独

WG1 ISO5817,ISO10042(アーク溶接不完全部）

WG3
ISO3834（品質要求）に対するISO9001改正
影響

WG4 ＣＯ２レーザ溶接・切断機 ○

WG5
ISO15607s（溶接施工要領及びその承認）
の改正

WG6 スタッド溶接

WG7 電子ビームプロセス

WG8 熱処理

WG9 ハイブリッド溶接

SC11 Ｐ （社）日本溶接協会 ｽﾛﾊﾞｷｱ ◎
SC12 Ｐ （社）日本溶接協会 英

WG4 はんだ付用フラックス

WG5 ソルダペ－スト

WG6 表面絶縁抵抗試験／マイクレーション試験

WG7
やに入りはんだのウェッティングバランス試
験法

WG8 ISO9453（はんだ製品）の改正

注１）

注２）

ＴＣ数 ＳＣ数 ＷＧ数 幹事 議長 主査

1 9 28 日本引受け数 0 0 2

名称
参加
地位

６．参考資料集

（１）溶接分野のＩＳＯ／ＴＣ／ＳＣ及びＷＧの活動状況及び重点分野

重点
分野

ＴＣ
番号

ＳＣ
番号

ＷＧ
番号

幹事国

用語及び溶接記号

はんだ及びはんだ付け用フラックス

溶接要員 の認証

溶接要員の安全衛生

ガス溶接機器

溶接の品質要求

溶接材料

溶接

◎

◎
溶接部の試験及び検査

抵抗溶接

日本議長、主査には○印

日本
主査

日本
議長

国内審議団体

◎印がついているのが重点分野

 

 



 

 

（２）２００９年活動実績データ

① 提案規格数

なし

② 国際会議実績

ａ） 参加実績

ISO/
IEC

TC 参加人数

ISO 44 15

ｂ） 日本での開催実績

ＩＳＯ／
ＩＥＣ

ＴＣ ＳＣ ＷＧ 開催地

ＩＳＯ 44 8 東京

③ 幹事国・議長等引受実績

なし

（３）２０１０年活動計画データ

① 提案規格数

なし

２００９．１１．５－６

会議回数

10

開催期間

 


